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７　会議の概要  

 

委員長　　　ただいまから、令和７年９月定例会の建設委員会を

開会いたします。  

 

〔傍聴の申込み（２名）を許可〕  

 

委員長　　　審査に先立ち、委員会記録の署名委員に、東委員、

横野委員を指名いたします。  

これより、消防局所管分の議案の審査を行います。  

議案第１１９号　富山市職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例制定の件、  

議案第１２３号　工事請負契約締結の件（富山消防

署北部出張所改築主体工事）、  

以上２件を一括議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。  

 

総務課長　　〔議案説明資料により説明〕  

 

委員長　　　これより、質疑に入ります。  

質疑はありませんか。  

 

東委員　　　富山消防署北部出張所改築主体工事についてですが、

議案説明資料２ページの（４）建物概要に女子トイ

レと記載があります。大変危険な作業もある中で、

近年、消防局におかれましても女性職員の方に活躍

していただいていることに心より敬意を表します。  

この北部出張所においても女性職員の勤務を想定さ

れていると思います。また、ここは公共施設ですか

ら、一般の方も来訪されることがあると思いますが、

この女子トイレのほかに、女性職員や女性の来訪者

に対しどのような配慮をされているのかお伺いしま

す。  

 

総務課長　　一般の方に対しましては、１階に女子トイレと多目

的トイレを設けております。  

女性職員への配慮につきましては、この北部出張所

では本市消防局の出張所として初めて仮眠室を個室
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化いたしました。これまでは女性職員が当直できる

ような施設は比較的規模の大きい消防署にしかなか

ったのですけれども、この改築により、出張所とし

て初めて女性職員も当直できるようになります。  

仮眠室以外の女性専用の設備としましては、２階に

も女性用トイレを設けておりますし、あと、洗面所

を兼ねた洗濯室やシャワー室といった設備を整備い

たします。  

 

東委員　　　やはり性差をしっかりと認識しながら仕事をしなけ

ればならないこともありますので、様々な配慮がさ

れており、工夫の面が見られると思っております。

ぜひとも女性職員がしっかりと活躍できるよう、ま

た仕事に対するいろいろな悩みや意見なども伺いな

がら、日々の業務に励んでいただきたいと思います。 

 

委員長　　　ほかに質疑はありませんか。  

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

 

委員長　　　ないようですので、これをもって議案の質疑を終結

いたします。  

これより、議案第１１９号、議案第１２３号、以上

２件を一括して討論に入ります。  

討論はありませんか。  

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

 

委員長　　　討論なしと認めます。  

これより、議案第１１９号、議案第１２３号、以上

２件を一括して採決いたします。  

各案件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。  

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

 

委員長　　　御異議なしと認めます。  

よって、各案件は原案可決されました。  



３ 

以上で、消防局所管分の議案の審査を終了いたしま

す。  

次に、報告案件として提出されている  

報告第３８号　専決処分報告の件（損害賠償請求に

係る和解の件）中、専決第２８号、専決第２９号、

専決第３３号  

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。  

 

総務課長　　〔議案書により説明〕  

 

委員長　　　これより、質疑に入ります。  

質疑はありませんか。  

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

 

委員長　　　ないようですので、これをもって質疑を終結いたし

ます。  

なお、ただいまの報告案件につきましては、議決不

要のものです。  

次に、消防局所管分で、議案及びただいまの報告以

外に何か質問はありませんか。  

 

江西委員　　富山市職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例制定の件の中で、緊急消防援助隊としての特殊勤

務手当の話がありました。先般、大沢野地域の日本

カーボン株式会社で大規模な火災が発生しましたが、

その際、ニュースを見ておりましたら、危険である

ため消火はしばらく時間をかけて行うという話でし

た。要は爆発のおそれがあると。  

このような場合の危険度は通常の火災よりも相当高

いのではないかと認識しているのですけれども、こ

の場合の特殊勤務手当について、通常の火災時と差

が設けられているのか教えていただけますか。  

 

総務課長　　まず、日本カーボン株式会社での火災につきまして

は、火元となった電気炉内が約３，０００度に熱さ

れておりました。そこに水を使った消火を行います
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と水蒸気爆発が起こり、二次災害のおそれがあると

いうことでしたので、炉内の温度が自然に下がるの

を待つという戦術を取ったものでございます。  

しかし、電気炉自体は耐火レンガで造られておりま

して、電気炉の中だけが非常に高温であるというこ

とでした。それほどすぐ近くまでは寄れなかったの

ですけれども、その炉は開放されておりましたので、

実際に隊員が炉の近くまで寄って内部をのぞき見る

ことは可能でした。水をかけたら危険であるけれど

も、現場としてはそこまで危険ではなかったという

認識であります。  

特殊勤務手当につきましては、本市においては、火

災作業に従事した場合、一律３００円を支給してお

ります。  

それ以外は特にないのですけれども、救助業務や高

所での作業が伴った場合には３００円が４００円に

なることはあります。  

火災の危険の度合いに応じて金額が変わるというこ

とはなく、そのような制度は設けておりません。  

 

江西委員　　昼食の手当や過去の税法上の関係で何百円かを支給

することがよくあるのですけれども、３００円、４

００円の手当を特殊勤務手当という呼称で呼ぶのは

ちょっとどうかと思います。  

この金額は相当古い根拠に基づいて計算されている

ものだと思います。今すぐ見直すことができるのか

どうかは分かりませんが、一般市民の目からすると、

もうちょっとリスクに見合う金額を一度検討される

必要があるのではないかと思いますので、御検討い

ただければと思います。  

 

福田委員　　今、江西委員が言われたとおり、平素から命をかけ

て救急活動を行っておられるということで、そのよ

うな御労苦には本当に感謝申し上げます。  

必要な手当はきっちりと遅れることなく支給してい

ただきたいのですけれども、せんだって、２名の消

防士の方が消火活動中に亡くなったという県外の事

案が報道されておりました。このような事例を他山
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の石として平素の活動の安全面において具体的に生

かしておられるのか、質問させていただきます。  

 

警防課長　　大阪市で発生した火災でしょうか。  

 

 （「はい」と発言する者あり）  

 

警防課長　　富山市としましては、災害現場活動における安全管

理の徹底を図るため、年度初めに富山市消防安全管

理規程を作成しております。それに基づいて、各所

において安全責任者等を対象に総括安全関係者会議

を開催し、事故事例などを示して職員の安全管理に

対する意識を高めているところでございます。  

各所におきましては、警防活動時や訓練時における

事故防止の留意事項や事故事例等を掲載した安全管

理マニュアルがございます。そちらを基に、随時研

修会等を行いまして事故防止に努めているところで

ございます。  

 

福田委員　　このような事例を無駄にすることなくという言葉が

適切かどうかは別として、今ほど警防課長から御説

明いただいたとおり、やっぱりどんどん生かしてい

ただきたいと思っています。  

私自身、警察官として消防局の方と現場で何十年も

一緒に仕事をしてきましたので、大変な仕事である

ことは十分承知しています。当然家族もおられます

し、けが一つで大きな問題にもなりますので、ぜひ

とも安全面については徹底していただきたいです。  

 

警防課長　　福田委員からも江西委員からも、消防職員の危険な

中での活動について、消防職員に寄り添ったお話を

いただきまして、我々としては本当に感謝しており

ます。  

補足になりますけれども、特に大阪市の火災につい

ては本当に痛ましい事故でございまして、大阪市消

防局で独自に調査委員会を立ち上げておられまして、

最終的には何らかの調査結果が公にされると思いま

す。  
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そのようなものもしっかりと参考にしながら、さら

に安全対策の強化を図っていきたいと思っておりま

す。  

 

委員長　　　ほかに質問はありませんか。  

 

〔発言する者なし〕  

 

委員長　　　ないようですので、この程度にとどめます。  

以上で、建設委員会消防局所管分を終了いたします。 

 

午前１０時２３分　休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

午前１０時３７分　再開  

 

委員長　　　建設委員会上下水道局所管分に入ります。  

契約金額１億５，０００万円以上の工事請負契約に

ついて、  

大規模下水道管路特別重点調査の中間報告について、 

上下水道料金に関する家計調査について、  

以上３件を一括して、順次、当局の報告を求めます。 

 

契約出納課長 〔契約金額１億５，０００万円以上の工事請負契約

について、  

委員会資料により説明〕  

 

下水道課長  〔大規模下水道管路特別重点調査の中間報告につい

て、  

委員会資料により説明〕  

 

経営管理課長 〔上下水道料金に関する家計調査について、  

委員会資料（追加分）により説明〕  

 

委員長　　　ただいまの説明について、何か質問はありませんか。 

 

江西委員　　上下水道料金に関する家計調査についてですが、今

定例会で水道について質問させていただきましたし、

以前、合流式下水道についても質問したことがあっ
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たため、下水道の普及の問題や水道料金の現状につ

いては大体理解しておりました。ですので、この新

聞記事を見た時点で、誤報といいますか、大変誤解

を招く記事だと思ったのです。  

これは共同通信の配信記事で、北日本新聞と富山新

聞は何の検証もなくそのまま記事を載せています。

誤解を招くような記事でありますので、報道機関に

対してクレームといいますか、異議を申し立てるべ

きだと思うのですが、何か対応はしているのでしょ

うか。  

 

上下水道局長　報道では水道代という表現も用いられていましたが、

説明したとおり、実際は上下水道代を合わせた実績

であり、報道後、本年９月１６日付で速やかに上下

水道事業管理者からこの報道内容に対するコメント

を各報道機関に発信しております。  

今説明したとおり、その内容としては、下水道整備

に力を入れたことで下水道の普及率が急速に伸びた

ことに伴い、下水道使用料を支出する世帯が増加し

たことが要因であるというコメントを提出させてい

ただいたところでございます。  

 

江西委員　　そのとおりでありまして…  

 

（「挙手して、指名されていない」と発言する者あ

り）  

 

（「指名されました」と発言する者あり）  

 

委員長　　　では改めて、江西委員。  

 

江西委員　　５０年くらい前は下水道は全国でもまだ十数か所で

しか普及していなかったため、昔は例えば東京都の

ほうが何倍も料金が高かったという記事ですので、

これはやっぱり今、見解を述べる段階ではないと思

います。  

上下水道料金の見直しも行うのですから、誤報では

ないのかもしれませんけれども、甚だしく誤解を招



８ 

く記事だと思われますので、しっかりと主張してい

ただく必要があると思います。検討してみてくださ

い。  

 

横野委員　　今の江西委員の質問に関連して、上下水道局として

この記事をどのように捉えているのか、市民に対し

て公に示す必要があるのではないかと思います。今、

上下水道料金の改定をしようとしている中で、富山

市はこんなに高い料金なのにさらに料金改定をする

のかというマイナスイメージが大きくなってしまう

ので、上下水道局として何か市民に知らせる方法が

あるのではないかと。  

もちろんそれは統計による数字ですから、間違いと

いう言い方ではなくて、何か分かりやすいように市

民に伝えるべきではないかと思います。上下水道局

として対応をどうするのか検討していただきたいと

思います。  

 

上下水道局長　今まさにタウンミーティングを展開している最中で

の報道でありまして、これを踏まえまして、タウン

ミーティングの資料にも追記しながら、しっかりと

説明していきたいと思っております。  

 

委員長　　　ほかに質問はありませんか。  

 

〔発言する者なし〕  

 

委員長　　　ないようですので、この程度にとどめます。  

次に、上下水道局所管分で、ただいまの報告以外に

何か質問はありませんか。  

 

〔発言する者なし〕  

 

委員長　　　ないようですので、この程度にとどめます。  

以上で、建設委員会上下水道局所管分を終了いたし

ます。  

 

午前１０時５０分　休憩  
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

午前１１時０５分　再開  

 

委員長　　　建設委員会建設部所管分の議案の審査を行います。  

議案第１２２号　工事請負契約締結の件（観光橋塗

装塗替（第２工区）工事）  

を議題といたします。  

これより、当局の説明を求めます。  

 

道路構造保全対策課長　〔議案書及び議案説明資料により説明〕  

 

委員長　　　これより、質疑に入ります。  

質疑はありませんか。  

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

 

委員長　　　ないようですので、これをもって議案の質疑を終結

いたします。  

これより、議案第１２２号の討論に入ります。  

討論はありませんか。  

 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

 

委員長　　　討論なしと認めます。  

これより、議案第１２２号を採決いたします。  

本案件は、原案のとおり決することに御異議ありま

せんか。  

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

 

委員長　　　御異議なしと認めます。  

よって、本案件は原案可決されました。  

以上で、建設部所管分の議案の審査を終了いたしま

す。  

次に、報告案件として提出されている  

報告第３７号　専決処分報告の件（工事請負変更契

約締結の件）、  

報告第３８号　専決処分報告の件（損害賠償請求に
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係る和解の件）中、専決第３１号、専決第３２号、  

以上２件を一括議題といたします。  

これより、順次、当局の説明を求めます。  

 

道路構造保全対策課長　〔報告第３７号について、  

議案書により説明〕  

 

道路河川管理課長　〔報告第３８号について、  

議案書により説明〕  

 

委員長　　　これより、質疑に入ります。  

質疑はありませんか。  

 

東委員　　　議案書５８ページの観光橋塗装塗替（第１工区）工

事の専決処分の関係で、先ほどの分科会で横野委員

が資料の記載方法に関して言っていたのですが、次

の新たな塗装が始まるのに、なぜ専決処分をするの

かがこの資料を見ただけでは分かりません。先ほど

口頭で説明がありましたけれども、目視で確認した

ところ、ひび割れ等があって危険だということがど

こかに理由として書いてあれば、私たちも読んでい

てすぐに分かると思うので、ちょっと工夫いただき

たいのですが、今後の対応に関して、御意見と考え

をお聞かせいただきたいと思います。  

 

建設部長　　今ほど東委員がおっしゃったとおりでありまして、

資料の文面を見て、内容がすぐに分かるように工夫

し、今後の資料づくりに努めてまいりたいと考えて

おりますので、よろしくお願いします。  

 

髙田委員　　議案書６０ページの損害賠償請求に係る和解の件に

おける専決第３１号は道路反射鏡が倒れたという説

明だったと思うのですけれども、倒れた理由は腐食

によるものなのか、何か外的に力が加わったからな

のか分かりますか。  

 

道路河川管理課長　反射鏡の支柱の下の部分が半分くらい腐食している

ことが確認できました。そのときの気象状況としま
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しては強風注意報が発令されていましたので、多分

風が強かったことによるものと思っています。  

 

委員長　　　ほかに質疑はありませんか。  

 

〔発言する者なし〕  

 

委員長　　　ないようですので、これをもって質疑を終結いたし

ます。  

なお、ただいまの報告案件につきましては、議決不

要のものです。  

次に、建設部所管分で、議案及びただいまの報告以

外に何か質問はありませんか。  

 

〔発言する者なし〕  

 

委員長　　　ないようですので、この程度にとどめます。  

以上で、建設委員会建設部所管分を終了いたします。 

 

午前１１時１３分　休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

午前１１時２０分　再開  

 

委員長　　　建設委員会防災危機管理部所管分に入ります。  

防災危機管理部所管分において、本委員会に付託さ

れた議案及び議決不要の報告案件はありませんので、

この際、何か質問はありませんか。  

 

金井委員　　地域で交通安全教室や防犯教室、防災講座にも取り

組んでいますが、日中に開催する行事のほとんどが

民生委員あるいは高齢者主体の講座です。  

交通事故の何％かは知らないのですけれども、かな

りの高齢者が犠牲者や加害者になっています。特殊

詐欺においても高齢者が被害者になることが多いで

す。  

せっかく交通安全教室や防犯教室、特殊詐欺防止講

座などのいろいろな講座が地域で開催されているの

だから、例えば交通安全教室で特殊詐欺防止講座も
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複合的に開催すれば効果があるのではないかと思う

のです。せっかく高齢者が集まるのだから、部分的

に行うのではなく一緒に開催するなどの工夫をして

ほしいのですが、そのような考えはないのでしょう

か。  

 

危機管理課長　高齢者向けの交通安全教室ということで、シルバー

交通安全教室というものを開催しております。高齢

者を対象に講話やＤＶＤの視聴を行ったり、反射材

や各種啓発チラシを配布したりしております。  

金井委員御指摘のとおり、昨今、高齢者の特殊詐欺

被害が発生している状況を踏まえまして、今年の夏

頃から富山県警の公式アプリ「とやまポリス」を教

室の参加者に説明したり、教室の後半に啓発の時間

を設けて周知したりしているところであります。  

 

金井委員　　当然、被害者になり得る方を対象にした講座なので、

チラシを配布するだけでも効果はあると思うのです。

交通安全教室の参加者は年配の方が多いので、同じ

所管の特殊詐欺防止講座の内容も取り入れて、効率

よく内容の濃いものにしてほしいと思います。  

講座の内容は毎回ほとんど一緒ですから、そのよう

に工夫していただけないかと思うのですけれども、

いかがでしょうか。  

 

危機管理課長　配布するチラシについても実情に応じて、適切に注

意喚起につながるように努めたいと思います。  

 

金井委員　　富山市は広いので、例えば私の住む山室地区と中山

間地域とでは交通事故に対する意識はちょっと違う

のです。  

特殊詐欺の被害件数は中山間地域のほうが多く、交

通事故は中心部のほうが多いということも考慮しな

がら、地域に適した教室にしていただきたいと思う

のですが、いかがでしょうか。  

交通事故の多いところは交通安全教室を中心に開催

してもらえばいいのですけれども、交通事故がゼロ

かほとんどないところでは防犯教室を開催するのは
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いかがでしょうか。  

例えば、大沢野地域でタウンミーティングが開催さ

れましたが、話に出てくるのは熊や猿の被害につい

てでありまして、一般的な防災の意識は薄いと思っ

たのです。中心部と同じように防災をテーマにして

も、大沢野地域の住民にしてみれば熊や猿の問題の

ほうが重要なのです。  

防災危機管理部としてその地域に合った内容で工夫

していただきたいというお願いですが、いかがでし

ょうか。  

 

危機管理課長　防犯教室に関しましては、防犯協会等、関係機関と

連携を図りながら進めたいと思います。  

あと、熊や猿につきましても、農林水産部等の関係

する部局とも連携を図りながら対応に努めてまいり

たいと考えております。  

 

金井委員　　ありがとうございます。効率よく地域に合った教室

を開いてほしいと思います。  

 

福田委員　　災害時の避難場所に小学校が指定されているのです

けれども、地区センターの職員は小学校の鍵を常時

持つことができないということで、一定の震度以上

でキーボックスが開き、誰でも鍵を取り出すことが

できるシステムを導入されると認識しているのです

が、これが地域住民の関心事項であります。いつ導

入されるのかが分かれば教えていただきたいと思い

ます。  

 

参事（防災対策担当）　第１次避難所のほとんどが小学校の体育館で、来年

２月までの工期で取り付ける予定ではありますが、

雪が降るものですから、年内中に作業を終わらせた

いと考えており、今進めているところです。  

 

福田委員　　ありがとうございます。  

数日前に地域住民の方から、五、六人の人に鍵を持

たせればどうかと提案を受けたのですが、システム

が導入されるのですよと言ったら、それはいいです
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ねということでした。  

従来から周知されていると思いますけれども、やは

り地域住民の方々が知らずに不安な気持ちを持って

おられるので、私からも言いますけれども、市とし

て引き続きどんどんＰＲしていただければいいと思

います。  

 

委員長　　　ほかに質問はありませんか。  

 

〔発言する者なし〕  

 

委員長　　　ないようですので、この程度にとどめます。  

以上で、建設委員会防災危機管理部所管分を終了い

たします。  

 

午前１１時２９分　休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

午前１１時５３分　再開  

 

委員長　　　建設委員会活力都市創造部所管分に入ります。  

次期都市マスタープラン（素案）の概要について、  

まちなか・公共交通沿線居住推進事業の見直しにつ

いて、  

富山駅周辺整備事業の進捗状況について、  

以上３件を一括して、順次、当局の報告を求めます。 

 

都市計画課長　〔次期都市マスタープラン（素案）の概要について、 

委員会資料により説明〕  

 

居住政策課長　〔まちなか・公共交通沿線居住推進事業の見直しに

ついて、  

委員会資料により説明〕  

 

富山駅周辺地区　〔富山駅周辺整備事業の進捗状況について、  

整 備 課 長　委員会資料により説明〕  

 

委員長　　　まず初めに、次期都市マスタープラン（素案）の概

要について、何か質問はありませんか。  
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東委員　　　委員会資料３ページの下のほうに公共交通利用を志

向するエリア設定ということで、公共交通が便利な

圏域（鉄軌道駅から５００メートル、バス停から３

００メートル）に加え、徒歩による公共交通の利用

実態がある公共交通軸の鉄軌道駅から概ね７５０メ

ートル、バス停から概ね６００メートルの範囲で公

共交通の利用志向圏域を設定とあり、新たな概念の

ようなものが出ております。  

本年６月定例会の公共交通に関する一般質問でも話

しましたが、富山市民意識調査では、居住エリア区

分の公共交通の沿線とは、１つに全ての鉄軌道にあ

る駅や停留場から半径５００メートル以内、２つに

１日に６０本のバス路線のバス停から半径３００メ

ートル以内という数字となっています。  

また、富山市総合交通計画における公共交通空白地

域とは、鉄道、バス路線、コミュニティバス、自主

運行バスの駅とバス停から７５０メートル圏外であ

り、書かれているものによってこの数字が違うので

す。  

市民の皆さんが読むものによって公共交通空白地域

に関する数字が違うので、これはやっぱり統一する

必要があると思うのですが、お考えをお聞かせくだ

さい。  

 

都市計画課長　まず、平成１８年に実施しましたバス停までの距離

と満足度の調査というものがありまして、その中で

バス停までの距離が１キロメートルを超えた場合に

満足度が低下することが確認されました。この調査

結果を踏まえて、徒歩で利用可能なバス停までの道

のりを１キロメートルと設定し、これに対する直線

距離を７５０メートルと定めまして、これぐらいが

１つの目安だと思っております。  

その中で、７５０メートル以上離れた場所を公共交

通空白地域に設定しております。ですから、まず７

５０メートルという目安の中で、満足度が低下した

１キロメートル、直線距離で言うと７５０メートル

を区切りとしたところであります。  

その上で、５００メートルと３００メートルの考え
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方については、富山市民意識調査にも出ていますけ

れども、これは都市マスタープランで新たに設定し

た距離となっておりまして、富山市の中で特に居住

を推進する区域として設定したものです。  

この考え方は、徒歩圏や広がりに違いがあるという

ことを考慮しまして、鉄道については１０分以内で

駅まで到着できる距離として概ね５００メートルと

設定しております。バス停については５分以内で到

着できる距離として概ね３００メートルを徒歩圏と

定めております。  

この区域は公共交通の利便性が非常に高いため、人

口の誘導を図るエリアとしまして補助金をインセン

ティブに居住を推進してきたというこれまでの経緯

があります。  

今回新たに７５０メートル、６００メートルという

数字が出てきましたけれども、これは令和元年度に

実施しました公共交通の利用実態調査で、実際に公

共交通を利用する市民が鉄軌道駅からは約７５０メ

ートル、バス停から約６００メートルの範囲で一定

数存在しており、この範囲には市民の約７割が居住

していることも分かってまいりました。  

このような結果を踏まえまして、この区域を新たに

公共交通の利用志向圏域と設定しております。  

そこに住む市民に対して、過度に自動車に依存する

ことなく、公共交通の利用を意識したライフスタイ

ルに転換することで、これから人口が減っていく中

でもさらに公共交通を使う市民を掘り起こして持続

性を確保したいということで今回設定したものとな

っております。  

いろいろな数字があってちょっと複雑になるのです

けれども、その目的ごとに数字を設定したものと考

えております。  

 

東委員　　　目的ごとに設定されているということですが、やは

り書かれているものによって数字が違うというのは

大変混乱も来すと思います。  

例えば富山市民意識調査ですと担当部局が違ってく

ると思いますので、一度、部局横断的に統一するこ
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とが必要なのではないのかと思っております。  

またぜひとも検討していただいて、市民にとって分

かりやすい数字の根拠や説明がされるようなものを

つくっていただきたいと思います。これは要望です。 

 

委員長　　　ほかに質問はありませんか。  

 

〔発言する者なし〕  

 

委員長　　　次に、まちなか・公共交通沿線居住推進事業の見直

しについて、何か質問はありませんか。  

 

江西委員　　私は以前本会議で、地域連携型のフラット３５の金

利優遇制度について質問しました。富山市の場合、

地域連携型のフラット３５には地域活性化メニュー

しかなく、しかもそれを利用するためにはまちなか

または公共交通沿線に家を建てるしかないのですが、

例えば射水市、舟橋村、滑川市、上市町では子育て

世帯が家を建てる際の支援施策を行っており、フラ

ット３５の子育て支援メニューを利用できる市町村

もありますので、それを適用すると金利が最大１％

引き下げられると。要は周りの都市間競争も踏まえ

た上での居住誘導に取り組むべきだということで質

問しましたが、検討しますという回答をいただいて

おります。  

まちなかまたは公共交通沿線にしか居住誘導施策が

ないとすると、基本的にほかの居住地ではフラット

３５による金利引下げがそれ以上受けられません。

子育て世帯への住宅支援施策は考えていないのでし

ょうか。  

 

居住政策課長　本市といたしましては、やはり居住誘導区域へ人口

を誘導し、人口の維持をしっかりと図ってまいりた

いと考えておりますので、まずは居住誘導区域を対

象とした住宅支援施策を考えております。  

ただ、委員会資料９ページのふるさと回帰リフォー

ム等支援事業につきましては、対象地域を居住誘導

区域を除く地域としており、子育て支援の一環とい
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たしまして子世帯が子育て世帯の場合には要件を免

除するなど、支援制度をより使いやすくしておりま

す。このような動向も見ながら今後検討していきた

いと考えております。  

 

江西委員　　今のお話は議会答弁とは違うのです。議会答弁では

検討しますというお話でした。フラット３５につい

て、例えば呉羽地区の西側ではなく射水市で家を建

てれば、金利が最大１％引き下げられます。都市間

競争に勝てるような最低限の準備をし、施策のレパ

ートリーをそろえておかないと、若い子育て世代が

富山市で家を建てる場合に、金利が上がってしまう

のです。他都市と比べて競争力が負けているのでは

ないかという指摘をした際に、それを踏まえて検討

すると言ったのです。ですから、やはりこの地域連

携型のフラット３５がしっかりと適用できる施策を

検討すべきだと私は思うのです。  

富山市周辺の他市町村で家を建てたほうが金利が圧

倒的に安いという状況が続いてしまっているので、

これはグローバルどころではなくて、もう富山市の

中のことだけしか考えていない政策だと思います。

今さら何もできないのかもしれませんけれども、答

弁は変わっています。変わっているというか、全く

なかったことのようになっています。活力都市創造

部長からの見解があればお願いします。  

 

活力都市創造部長　フラット３５のお話がございましたが、当面はこの

まちなかと公共交通沿線への居住誘導と子育て世代

への上乗せ、横出しの支援を行いたいという趣旨の

提案です。すみません、ちょっと答えになっていな

いのですけれども……。  

 

委員長　　　よろしいですか。  

 

（「よくはないけれども、仕方がないですね」と発

言する者あり）  

 

金井委員　　委員会資料６ページの２（１）空き家の増加に記載
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のある空き家の件数について、平成２７年度、令和

２年度、今年度に自治振興会を通じて各町内会に空

き家の実態調査を依頼されたと思います。これはそ

の調査から得られた資料だと思うのですが、５年間

で町内会長は変わると思うのです。  

この実態調査を行った町内会に対して、空き家の実

態調査をどのように活用したのかという報告はされ

たのでしょうか。さらに、５年後に調査する際には、

この空き家の実態調査によって富山市ではこのよう

に取り組んでいますという報告をされるのかどうか

お聞きします。  

 

居住政策課長　今ほど金井委員から御紹介いただきましたとおり、

空き家に関する実態調査につきましては、平成２７

年度、令和２年度の２回と、今年度も実施しており

ます。  

その調査に際しましては、自治振興会や町内会に調

査の御協力をお願いしているところでございます。  

記録を確認している限りでは、過去２回の調査にお

きましては、自治振興会や町内会等への御報告は細

かいところまではされていなかったようです。  

今回の調査におきましては、調査結果を年度末に取

りまとめる予定としております。  

一方で、個人情報を含むものでありますので、個人

情報保護の観点から個人情報が特定できないように

加工した状態で、地元の方へ何らかの形で御報告が

できないか、その方法を検討しているところでござ

います。  

 

金井委員　　基礎自治体の原資は町内会ですので、よろしくお願

いします。  

 

委員長　　　次に、富山駅周辺整備事業の進捗状況について、何

か質問はありませんか。  

 

江西委員　　以前にも言ったことがあるのですけれども、富山駅

西側の乗降場に送迎に来る車がどん詰まりになって、

大渋滞を繰り返しており、一帯の駐車場にも入れな
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くなっているという現状があります。  

もともとあの計画は失敗だと思っておりまして、一

体どのような人がこの計画をつくったのだろうと常

々思っているのですが、今まさにそこに口を挟める

立場にいるので、これはやっぱりしっかりと口を挟

まないといけないと思うのです。  

今回、富山駅東側に５台分の乗降場を造るというこ

とですが、西側で大失敗しているという認識があれ

ば、東側の乗降場に入るために南のほうから来た車

がどん詰まりとなり渋滞して、また右側に曲がって

もう１回戻ってこようとするなど、迷う車がたくさ

ん出ると思うのです。  

例えば乗降場で降ろしたら急いで移動してほしいと

いうことを示すために、５秒たったら赤色に点滅す

るぐらいのことをやらないと、新幹線の到着前に誰

かを迎えに来た車が待機してしまい、本来ここで人

を降ろすだけの車もどん詰まりすると。  

西側には２０分間無料の駐車場もありますが、完全

無人化されており、駐車券の何枚かに１枚はなぜか

おかしくなるものがありますから、駐車券の精算が

できなくなってどん詰まりになっているけれども、

横にも逃げられないし、とんでもないことになるの

です。私もこの前、けんかになってしまいました。  

その上、マルートの駐車場も重なっています。この

ように失敗していることから、西側の２０分間無料

の駐車場の件も含めて検証し、それを踏まえた上で

東側を整備するべきだと思うのです。  

この整備事業はこのまま問題なく進められると認識

されているのでしょうか。そもそも西側が失敗して

いないと思っているのであれば、何の認識もないと

思いますけれども、いかがでしょうか。  

 

富山駅周辺地区　西側の乗降場の滞留時間が長いということだと思い  

整 備 課 長 ますが、いろいろな原因があると思います。今ほど

おっしゃったように、長時間とどまっている車がい

るという問題も認識はしております。  

その上で、東側の乗降場を５台分とした根拠につき

ましては、西側の乗降場を利用する台数や周辺の路
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上駐停車の台数を含めて計算したところ、推計上は

４台分で足りることになっております。高架下の雨

に濡れない範囲となりますと最大で５台分まで整備

が可能なものですから、１台プラスした５台分とし

て現在考えています。  

東側に乗降場ができることに伴って、西側に集中し

ている車両が東側に分散するということは１つの効

果としてはあるのですけれども、停車枠として長時

間止まっている車をいかに乗降のみに絞って送り出

すのかということは今後研究していきたいと思って

おります。今ほど委員がおっしゃったように、光な

どの仕組みについては、実は今ちょうど実験をして

いる最中です。ある１台分の停車枠について、一定

時間止まったら音声や光で知らせるという実験デー

タを蓄積し、東側の整備に当たって何らかの形で生

かしていきたいと考えているところです。  

 

江西委員　　恐らくシミュレーションは降ろすことしか考えてい

ないのではないかと思うのです。富山市都市計画審

議会の会長は金沢市ではそのようなことは起きない、

富山市のドライバーマナーはそんなに悪いのですか

と言われましたし、県民性、市民性かもしれません

が、シミュレーションではきっと降ろすことしか考

えていないのです。  

だけれども、現実問題はそうではないと思うので、

そのようなシミュレーションをきちんとするべきだ

と思います。これから東側の乗降場を造る際に全体

の流れが西側の乗降場に偏らないようにまたしっか

りと検討いただければと思います。  

 

横野委員　　今の江西委員の質問にもありましたが、タクシーな

どほとんど止まっていないのに、北口にあれほど広

い場所がいるのかと思うので、北口に乗降場を造る

べきではないかと思います。東側に乗降場ができれ

ばプラスにはなりますが、北口は今、バスとタクシ

ー専用のロータリーとなっています。一般質問でも

結構質問されていますが、北口の利用率からすると

空白面積はものすごく広いと思います。そこに乗降
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ができるような場所をつくることは絶対に駄目なの

でしょうか。また、この東側の乗降場は、新幹線か

ら降りた人を迎えに行くためのものなのか、新幹線

に乗るために降ろす場所なのか、どちらなのでしょ

うか。いつも混んでいるので迎えに行く人はどこに

行っていいのか本当に悩むのです。  

このようなことから、北口の広場にも車から乗降で

きるエリアを設けるべきではないかと思いますので、

そのあたりをちょっと検討していただきたいと思い

ます。  

一般質問でもあまりいい答弁ではないので、改めて

検討していただきたいと思います。一応要望してお

きます。  

 

委員長　　　ほかに質問はありませんか。  

 

〔発言する者なし〕  

 

委員長　　　ないようですので、この程度にとどめます。  

次に、活力都市創造部所管分において、ただいまの

報告以外に何か御質問はありませんか。  

 

東委員　　　今定例会の一般質問の中で、富山地方鉄道株式会社

のバス運行に対して多額の補助金を交付することに

よって支援してきましたが、これまで交付した補助

金の目的と過去３年間の実績について伺いますとい

う質問に対して、活力都市創造部長の答弁では、本

市では生活バス路線維持のため、国や県、沿線市町

と協調して、富山地方鉄道株式会社に対し、赤字補

塡や車両の購入、燃料価格の高騰に伴う支援を実施

しておりますとあり、過去３年間の実績については、

赤字補塡分ということで３年分の数字を言われまし

た。  

これはそもそも国の制度である地域公共交通確保維

持事業の中の補助事業ではないかと思うのですが、

国土交通省が出している資料で言うと、予測費用（  

補助対象経費費用見込額）から予測収益（経常収益

見込額）を控除した、補助対象経費である欠損に対
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するものではないでしょうか。答弁では赤字補塡と

言われましたが、これは欠損ではないのかなと思う

のです。本市は、富山地方鉄道株式会社の欠損に対

して国や県、沿線市町と協調して補助を実施してい

るということでないのかと思うのです。  

そもそも私企業であれば、物を生産しても売れなけ

ればその生産をやめます。しかし、公共交通は輸送

量が少なくても、地域の人々の生活や経済を守るた

めに、人や物の移動という活動をやめるわけにいか

ないのです。輸送業は、人や物の移動という商品を

生産している部門だと思っています。  

その人的・物的移動という価値を生み出すために不

足している部分は国や地方自治体などが補助すると

いうことで、今、富山地方鉄道株式会社は収益が上

がらなくても輸送という事業を継続しています。そ

れが富山地方鉄道株式会社という輸送業者だと思い

ますので、それに対して赤字補塡という言葉を使う

のが適切なのかどうか疑問を感じたので、ちょっと

説明が長くなりましたけれども、答弁をお願いしま

す。  

 

交通政策課長　ただいま御指摘がありましたとおり、横野議員の一

般質問においては、補助金の種類と金額を御紹介す

る際に赤字補塡、車両の購入、燃料価格の高騰と種

類ごとに補助金額を説明しております。  

表現ということですが、確かに東委員のおっしゃる

とおり、国土交通省の制度の紹介などにおきまして

は、収入と支出の差について欠損という表現をされ

ています。  

今回の一般質問での答弁では、基本的には市民の皆

様などにとって分かりやすいようにそのような表現

を使用したものでございます。  

これにつきましては、その状況に応じて適切な表現

の使用に努めてまいりたいと考えております。  

 

東委員　　　市民の皆さんに分かりやすい表現が赤字補塡という

表現だと理解したのですけれども、一方で、先ほど

申しましたように、富山地方鉄道株式会社で働く皆
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さんは市民生活を守るために、収益が上がらなくて

も補助金をもらいながら一生懸命頑張って、鉄道や

バスを動かしています。それがあるからこそ富山市

内の様々な企業、産業が動いておりますし、この市

役所においてもそのおかげで職員の皆さんが集まっ

てきて仕事が成り立っているのだと思います。  

人口が少ないところでも、頼まれてお願いされてバ

スを運行している中で赤字と言われましたら、その

労働者の皆さんがどう思うのかと考えると、やはり

私は、言葉としてはちょっといかがなものかと思っ

ております。  

今ほど交通政策課長からは適宜適切な表現をしてい

くという説明がありましたけれども、地域の公共交

通をしっかりと守っている皆さんが、赤字という表

現で萎縮したり、メンタル的に落ちたりすることが

あるとよろしくないと思っています。  

公務員の皆さんも税金の問題でいろいろと言われる

こともあるのですから、やはり同じく働く仲間の気

持ちもしっかりと考慮しながら表現していただきた

いと思います。これは最後に要望として言っておき

ます。  

 

横野委員　　私が一般質問をしたので、これは大変申し訳ないの

ですけれども、コミュニティバスで代替することは

いいのですが、今、バス路線が廃止になる地域に住

んでいる市民の皆さんにも意見を聞いて、何とかそ

れを酌み取って、それに対し市が何をしなければな

らないのか具体的に調査してほしいと思います。  

その地域の人たちがどのようにして富山市中心地ま

で行くのかを真剣に考えたときに、今、東委員が言

ったように、市が補助金で援助していたと言う割に

はあまりにも冷たい仕打ちかなという気がするので

す。  

そのような点から、この地域に住んでいる皆さんの

御意見をお伺いするようなタイミングはないのでし

ょうか。私たちは議員だから批判はたくさん受けま

す。だけれども、市当局からすれば、そのようなア

ンケートを取ることも必要ではないのかなと。  
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だから、やっぱりコミュニティバスだけではなくシ

ルバータクシーを導入しようかといった意見もあり

得るのかなと。  

私は、議員として言いたくてかなわないのですけれ

ども、その対応について当局としてもうちょっと具

体的に何かしたほうがいいのではないかということ

をお願いして、ちょっと一言付け加えておきます。  

 

委員長　　　ほかに質問はありませんか。  

 

〔発言する者なし〕  

 

委員長　　　ないようですので、この程度にとどめます。  

以上で、建設委員会活力都市創造部所管分を終了い

たします。  

活力都市創造部の皆さんは御退室願います。  

 

〔活力都市創造部退室〕  

 

委員長　　　これで、９月定例会の当委員会に付託されました全

議案の審査は終了いたしました。  

委員各位に御相談申し上げます。  

委員長報告につきましては、正・副委員長に御一任

願いたいと思いますが、いかがでしょうか。  

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

 

委員長　　　それでは、そのように取り計らいます。  

次に、委員会視察についてであります。  

お手元に配付の資料に沿って、協議を進めたいと思

います。  

まず、（１）視察日程につきましては、皆さんに事

前に御都合をお伺いしお知らせしておりましたとお

り、１０月２０日（月曜日）に行いたいと思います。 

次に、（２）視察先及び視察目的につきましては、

流杉浄水場及び常西用水取水口において、安全でお

いしい水道水がつくられる過程についてであります。 

また、視察に当たっては、（３）委員会視察の実施
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における留意事項を遵守の上、実施したいと考えて

おります。  

これらのことを踏まえ、委員会視察を実施すること

としてよろしいでしょうか。  

 

（発言する者あり）  

 

委員長　　　時間も押しておりますので、それでは、委員会視察

を実施することに御異議ございませんか。  

 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  

 

委員長　　　それでは、そのように決定いたします。  

この後、議長に対し委員派遣承認要求書を提出し、

承認を得ることといたします。  

なお、委員会視察の行程の詳細については、正・副

委員長に御一任いただき、詳細な視察行程が決定い

たしましたら、委員各位へ速やかに御案内したいと

思います。  

これをもって、令和７年９月定例会の建設委員会を

閉会いたします。  
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